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   札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 札幌市建築基準法施行条例（昭和３５年条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

⑴ 第７４条の１０の表中２６の項を２８の項とし、２５の項を２７の項とし、

２４の項を２６の項とし、同表２３の項中「建築の」を「新築又は一敷地内

許可建築物の増築等の」に、「既存建築物を除く」を「新築又は増築等をしよ

うとするものに限る」に改め、同項を同表２５の項とし、同表２２の項中「の

建築物」の次に「の新築又は一敷地内認定建築物の増築等」を加え、「既存建

築物を除く」を「新築又は増築等をしようとするものに限る」に改め、同項

を同表２４の項とし、同表２１の項中「既存建築物を除く」を「法第８６条

第１項に規定する建築等をしようとするものに限る」に改め、同項を同表２

３の項とし、同表中１２の項から２０の項までを２項ずつ繰り下げ、１１の

項を１２の項とし、同項の次に次のように加える。 

 

 
 

⑵ 第７４条の１０の表１０の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第３

項又は第４項各号」に改め、同項を同表１１の項とし、同表中９の項を１０

の項とし、８の項を９の項とし、７の項の次に次のように加える。 

 

 

 
 

１３ 法第５８条第２項の規定に基づく建築物の高さに

関する特例の許可の申請 

160,000円 

８ 法第５３条第５項（第４号に係る部分に限る。）の

規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可

の申請 

160,000円 



⑶ 第７４条の１１の表中１８の項を１９の項とし、１３の項から１７の項ま

でを１項ずつ繰り下げ、同表１２の項中「建築の」を「新築又は一敷地内認

定建築物の増築等の」に、「一敷地内認定建築物を除く」を「新築又は増築等

をしようとするものに限る」に改め、同項を同表１３の項とし、同表１１の

項中「既存建築物を除く」を「法第８６条第１項に規定する建築等をしよう

とするものに限る」に改め、同項を同表１２の項とし、同表中４の項から１

０の項までを１項ずつ繰り下げ、３の項の次に次のように加える。 

 

 
  

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律等の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正に伴い、建築物の

容積率、建蔽率及び高さの制限の特例等に係る新たな許可及び認定の申請につ

いて、手数料を定める等のため、本案を提出する。 

 

４ 法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物の

容積率に関する特例の認定の申請 

27,000円 


